
＜ 荷口番号の形式について ＞

＜ 荷口番号の伝達について ＞

 出荷者から受領した漁獲番号を再編成し、弊社固有の荷口番号に変換して得意先に伝達を致し
ます。弊社からの荷口番号は5000387（7桁の弊社固有番号）-取引年月日（6桁）-取引番号（3
桁のランダムな英数字）を付番致します。
※ 例）2022年12月10日に取引した特定第一種水産物の場合：5000387-1210-18A等
※ 上記のように出荷者からの漁獲番号に関係なく、一括で弊社固有の荷口番号に変換
 致します。

 委託出荷品については「荷口番号（漁獲番号）等通知書」（別添1）を発行し、弊社で付番し
た荷口番号を伝達致します。得意先には請求書の延べ日欄（別添2）にて付番した荷口番号を伝
達致します。

▼

 拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、水産物流通適正化法の施工に伴い、特定第一種水産物（アワビ・ナマコ）の荷口番号
（漁獲番号）伝達、取引記録の作成・保存が取扱者の義務となりました。ついては弊社請求書書
式を一部修正し、委託出荷品については荷口番号（漁獲番号）等通知書を発行することで対応致
しますので変更点等、ご承知下さいますよう宜しくお願い致します。
 なお、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。

記

特定第一種水産物（アワビ・ナマコ）の取扱について

函館魚市場株式会社
総務経理部

2022年11月21日

取 引 先 各 位

敬具



別添① 荷口番号（漁獲番号）等通知書

荷主 ： 宛先情報
函館魚市場株式会社

〒040-0065北海道函館市豊川町27-6



別添② 請求書の書式変更

得意先情報
函館魚市場株式会社

〒040-0065北海道函館市豊川町27-6


